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• 賃金引上げに向けた取組について

• 「年収の壁」を意識せずに働くことができる

環境づくりに向けた取組について

• 人材の確保・育成に向けた取組について



名目賃金指数及び実質賃金指数の増減率（全国・北海道）

北海道の実質賃金（2023年11月）の対前年同月比は△2.4％となり、22カ月連続でマイナスが続いている。

資料出所：厚生労働省毎月勤労統計調査（事業所規模５人以上）
指数：令和2年＝100
名目賃金指数、実質賃金指数いずれも現金給与総額。
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定期監督等における賃金引上げに向けた環境整備等

監督指導等あらゆる機会
を通じて、賃金引上げの
検討を要請。
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賃金引上げの阻害要因として「買いたたき」

等が疑われる下請等の事業場

賃
金
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等

な
し

買
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き
等

あ
り

賃金引上げの
意向があることを確認し、好事例や
業種別平均賃金等の情報を提供

賃金引上げの
意向があることを
確認し、好事例や
業種別平均賃金等
の情報を提供

未
是
正

定期監督等

（令和4年6,427事業場）

労働基準監督署
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同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組の具体的な運用について

定期監督等

短
時
間
・
有
期
雇
用
・

派
遣
労
働
者
な
し

基本給や賞与、手当等について正社員とパート・有期雇用労

働者の間に待遇差がある事業場

派
遣
労
働
者
あ
り
の
場
合

同
一
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働
同
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賃
金
に
関
す
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チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
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・
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り
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に
送
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（
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和
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で
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，
３
０
０
件
）

短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
あ
り
の
場
合

労働局

正社員とパート・有期雇用労働者の間に待遇差がない事業場

チェックリストの内容に応じて指導監督を実施する。

労働局

労働基準監督署において「点検要請書」の交付を実施する。

労働局において

「点検要請書」の

「報告徴収」を実

施する。

正社員とパート・有期雇用労働者の待遇差につい
て合理的な説明ができる。

正社員とパート・有期雇用労働者の待遇
差について合理的な説明ができない。

パートタイム・有期雇用労働法に基づく助言等を実施する（令和５年

に約 2 0 0件実施）。

あらゆる機会を通じて
助成金や働き方改革推
進支援センターを周知
している。

短
時
間
・
有
期
雇
用
・

派
遣
労
働
者
あ
り

持続的な賃上げの実現・同一労働同一賃金の徹底

労働基準監督署

労働基準監督署の調査結果を踏まえ、正規雇用労働者・非正規雇用労働者間の基本給・賞与等の差の根拠の説明が不

十分な企業等に対し文書で指導を行い、経営者に対応を求める等により同一労働同一賃金の遵守徹底を図っている。
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最低賃金の引上げに向けた環境整備を支援する業務改善助成金の概要

目 的

制度の概要

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合

に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金の

引き上げ

設備投資等
機械設備導入､コンサルティング､人材育成･教育訓練など

業務改善助成金を支給

（最大600万円）

※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資

等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。

経 費 区 分 対 象 経 費 の 例

機器・設備の導入
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

申請状況

【対象となる設備投資等の例】

920円以上
950円未満

４/５(9/10)

950円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

【助成率（北海道の場合】

令和3年度 令和4年度 令和6年2月5日現在

190件 220件 777件

北海道局

申請件数

実績

業務改善助成金 検 索

業務改善助成金の詳細や活用事例はこちらをご覧ください

最低賃金特設サイト 検 索

※ 交付申請受付期限は令和６年３月31日となっていますが、賃金引き上げ後に行う申請は令和６年１月31日で終了しています。

最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図

る中小企業・ 小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援する。
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• 賃金引上げに向けた取組について

• 「年収の壁」を意識せずに働くことができる

環境づくりに向けた取組について

• 人材の確保・育成に向けた取組について



「年収の壁」を巡る現状

第3号被保険者の手取り収入の変化（イメージ） 就業調整の理由

（出典）厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」

○ 会社員・公務員の配偶者で扶養され保険料負担がない「第３号被保険者」のうち約４割が就労。

○ その中には、一定以上の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の減少を理由として、
就業調整をしている者が一定程度存在。

収入増により
手取り回復

社会保険料負担発生
手取り減

配偶者がいる女性パートタイム労働者のうち、就業調整を

していると回答した者（21.8%）は、その理由として、

「106万円の壁」、「130万円の壁」及び配偶者手当を意識

していると回答している。（複数回答）

【被扶養者認定基準（130万円）】

一定額(130万円）を超えると配偶者の健康

保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、

自分で加入しなければならなくなるから

57.3%

【被用者保険加入（106万円）】

一定の労働時間を超えると雇用保険、健康

保険、厚生年金保険の保険料を払わなけれ

ばならないから

21.4%

【配偶者の会社の配偶者手当】

一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手

当がもらえなくなるから

15.4%

○従業員100人超企業（※１）に

週20時間以上で

勤務する場合

「106万円の壁」
加入制度：厚生年金保険・健康保険

○上記以外の場合
「130万円の壁」
加入制度：国民年金・国民健康保険

手
取
り
収
入

給与収入106万円 or 130万円

（※２）所定内賃金が月額8.8万円以上であることが要件。

（※２）

（※１）令和6年10月には、従業員50人超の企業まで拡大。 8



「年収の壁」への当面の対応策（「年収の壁・支援強化パッケージ」）の概要

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくり

を支援するため、当面の対応として下記施策（支援強化パッケージ）に取り組むこととし、さらに、制度の見

直しに取り組む。

106万円の壁への対応

◆キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金のコースを新設し、

短時間労働者が被用者保険（厚生年金保険・健康保険）

の適用による手取り収入の減少を意識せず働くことが

できるよう、労働者の収入を増加させる取組を行った

事業主に対して、労働者１人当たり最大50万円の支援を

行う。なお、実施に当たり、支給申請の事務を簡素化。

労働者の収入を増加させる取組については、

賃上げや所定労働時間の延長のほか、

被用者保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当

（社会保険適用促進手当）として、支給する場合も対象とする。

◆社会保険適用促進手当

事業主が支給した社会保険適用促進手当については、

適用に当たっての労使双方の保険料負担を軽減するため、

新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として

被保険者の標準報酬の算定において考慮しない。

130万円の壁への対応

配偶者手当への対応

◆企業の配偶者手当の見直しの促進

特に中小企業においても、配偶者手当の見直しが

進むよう、

(1) 見直しの手順をフローチャートで示す等

わかりやすい資料を作成・公表した。

(2) 中小企業団体等を通じて周知する。

◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

被扶養者認定基準（年収130万円）について、

労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による被扶

養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による

迅速な判断を可能とする。

上記のほか、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等に対する助成金（業務改善助成金）の活用も促進。9



キャリアアップ助成金：社会保険適用時処遇改善コース

社会保険適用時処遇改善コース

要 件 1人当たり助成額

①賃金の1 5％以上分を労働者に追加支給 ※ 1
1年目

２0万円

②賃金の1 5％以上分を労働者に追加支給※1

するとともに、3年目以降、以下③の取組
が行われること

2年目

２0万円

③賃金の18％以上を増額※2させていること
3年目

10万円

週 所 定 労 働 時 間
の 延 長

賃 金 の 増 額 1 人 当 た り 助 成 額

① ４時間以上 ー

30万円

②
3時間以上
4時間未満

5%以上

③
2時間以上
3時間未満

10%以上

④
１時間以上
2時間未満

1５%以上

「年収の壁・支援強化パッケージ」の施策の一つとして令和５年１０月に新設されたコース。年収の壁による手取り収入の一

時的な減少を伴わず社会保険に加入させた事業主へ助成を行う一定期間助成を行うことにより、壁を意識せず働くことのでき

る環境づくりを後押しする。（令和７年度末までに社会保険に加入させた場合に限る）。

（１）手当等支給メニュー（社会保険料相当の手当を追加支給） （２）労働時間延長メニュー（賃金増加と労働時間延長を組合せて実施）

（３）併用メニュー（(1)と(2)を組み合わせて実施）
１年目に（１）の取組による助成（20万円）を受けた後、

２年目に（２）の取組による助成（30万円）を受けることが可能。

(注)・助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
・①、②の賃金は標準報酬月額及び標準賞与額、③の賃金は基本給。
・１、２年目は取組から６ヶ月ごとに支給申請（１回あたり10万円支給）。
３年目は６ヶ月後に支給申請。

※１ 一時的な手当（標準報酬月額の算定に考慮されない「社会保険適用促進手
当」）による支給も可。

※２ 基本給のほか、被用者保険適用時に設けた一時的な手当を恒常的なものとす
る場合、当該手当を含む。労働時間の延長との組み合わせによる増額も可。
また、２年目に前倒して③の取組（賃金の増額の場合のみ）を実施する場合、
３回目の支給申請でまとめて助成（30万円）。

(注)・助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
・取組から６ヶ月後に支給申請。
・賃金は基本給。

・計画届受理件数：１８２件（令和6年2月5日現在）。介護・福祉、卸・小売業、生活関連サービス業からの申請が多い。
・対象者数（１年間の見込み） 手当等支給メニュー：200～260人、労働時間延長メニュー：880～1,460人、併用メニュー：160～210人
・「年収の壁突破・総合相談窓口」（フリーダイヤル「0120-030-045」）にて年収の壁についての電話相談をワンストップで受付中。

申請状況等
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• 賃金引上げに向けた取組について

• 「年収の壁」を意識せずに働くことができる

環境づくりに向けた取組について

• 人材の確保・育成に向けた取組について



1時間当たり

960円75％

人材開発支援助成金の概要

「人への投資促進コース」 高度デジタル訓練や定額制のe-ラーニング訓練を労働者に受講させたり、教育訓練のため長期

休暇を導入し、休暇を取得させた事業主等へ助成を行う。
「事業展開等リスキリング支援コース」 新事業展開やDX,グリーンカーボンニュートラル化のために労働者に訓練を受

講させた事業主へ助成を行う。

人への投資促進コース 事業展開等リスキリング支援コース

助成額

基本料金＋ 初期設定費用

アカウント料など
60％

※大企業は45％
×

申請状況等

計画届受理実績：148件 6,335人（令和5年12月末現在）

病院や介護施設等、シフト勤務が多く集合研修が難しい

業種について、利用が多い傾向にある。

活用事例

●訓練コース 営業職研修受け放題講座（40名）

●訓練内容

新入社員から管理職までの幅広い層に対応した営業職

に関するeラーニング訓練。

●訓練経費 ：42万円 → 経費助成 252,000円

（1名～50名まで１か月3.5万円×12月の料金）

助成額

※大企業は60％ ※大企業は480円

申請状況等

計画届受理実績：402件 1,408人（令和5年12月末現在）

業種に限らず、満遍なく利用がある状況。新たな事業展開やDX化

にかかる訓練実施が多い傾向にある。

活用事例

受講料
＋

受験料

×

＋

●訓練コース 介護事業DX化研修（2名）

●訓練内容

利用者のケアプラン等をタブレット入力でペーパー

レス化するための新システム導入にかかる訓練。

●訓練経費 ：80万円 → 経費助成 600,000円

賃金助成（960円×100時間×２名）賃金助成192,000円
12



参考資料

・キャリアアップ助成金 (社会保険適用時処遇改善コース )

の活用例

・人材開発支援助成金の活用例 等



参考資料 キャリアアップ助成金：社会保険適用時処遇改善コース

①手当等支給メニュー

会社概要

パート社員Aさんのヒアリング結果

事業所の課題

中小企業：スーパー（小売業）

従業員数：120人

被保険者数：100人超

事業内容：店舗運営

販売等
• 将来に備え、できれば社会保険に加入したい。
• ２年後には子どもが中学校に入学し、労働時間を延ばすこと
が可能。

• 就業調整によりパート社員がシフトを減らすようになり、
人手不足に。

• 特定の業務内容しか任せられないことから、生産性が上が
らないことが課題。

現在の働き方

• 週所定労働時間20時間
• 月・火・木・金 9:00～15:00

（実働５時間/日）
• 時給1,000円
• 社会保険未加入・雇用保険加入
• 業務内容：レジ打ち、品出し・陳列

○パート社員Aさんの場合

３年目の働き方

• 週所定労働時間22時間

• 月・火 9:00～16:00（実働６時間/日）
木・金 9:00～15:00（実働５時間/日）

• 時給1,124円
• 社会保険・雇用保険加入
• 業務内容：レジ打ち、品出し・陳列、

在庫管理

※ 資本金の額又は出資の総額により、助成金の要件上、中小企業事業主に該当する事例。
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手取り年収

約92万円
108万円

標準報酬月額
8.8万円

標準報酬月額の
算定に考慮しない

労働者

手取り
108万円

保険料約16万円

2年目

（時給1,082円）

社会保険適用促進手当

約16万円(15%分)

手取り年収

約95万円

保険料約18万円

113万円

標準報酬月額
9.8万円

労働者

手取り
113万円 129万円

標準報酬月額
11.0万円

手取り年収

約109万円

保険料約20万円

労働時間を２時間伸ばし、
基本給（時給）を8％増額

３年目

労働者

手取り
109万円

（時給1,124円）週22時間

１年目

週20時間 週20時間（時給1,040円）

週20時間
（時給1,000円）

年収

約104万円

社会保険適用

キャリアアップ
計画書の提出

支給申請
（4回目）

支給申請
（５回目）

支給申請
（２回目）

2ヶ月 2ヶ月 2ヶ月

支給申請
（１回目）

2ヶ月

支給申請
（３回目）

2ヶ月

６ヶ月 ２年 2年６ヶ月

助成額：10万円
助成額：20万円
（10万円×２回）

助成額：20万円
（10万円×２回）

取組の流れ（手当等支給メニュー）

現在

合わせて
１年目から18％の増額

１年 １年6ヶ月

社会保険適用促進手当

約18万円(15%分)
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会社概要

パート社員Bさんのヒアリング結果

事業所の課題

○パート社員Bさんの場合

②労働時間延長メニュー

中小企業：介護事業

従業員数：150人

被保険者数：100人超

事業内容：介護施設における

利用者の介助等

• 介護職のなり手がおらず常に人手不足。事業所内の職員を
教育する人材も不足しており、解決が急務。

• 就業調整を行うパート社員が増え、一層の人手不足に。

• 子どもが小学校高学年になり、多少手が離れたことから、
労働時間を延長することが可能になった。

現在の働き方

• 週所定労働時間20時間
• 月・火・木・金 10:00～16:00

（実働５時間/日）
• 時給1,000円
• 社会保険未加入・雇用保険加入

労働時間延長後の働き方

• 週所定労働時間23時間
• 月・火・木 10:00～17:00

（実働６時間/日）
金 10:00～16:00

（実働５時間/日）
• 時給1,050円
• 社会保険・雇用保険加入

キャリアアップ助成金：社会保険適用時処遇改善コース
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年収

約104万円

週20時間

３時間延長

週23時間

（時給1,050円）

手取り年収

約107万円

126万円

手取り
107万円

労働者

標準報酬月額
10.4万円

保険料約19万円（時給1,000円）

2ヶ月

週４日出勤のうち、
週３日の労働時間を１日１時間延ばし、

時給を５％アップ

助成額：30万円

取組の流れ（労働時間延長メニュー）

現在

社会保険適用

キャリアアップ計画書の提出
支給申請

6ヶ月
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社会保険適用促進手当について

概要 要件等

○ 短時間労働者への被用者保険の適用を促進するた
め、非適用の労働者が新たに適用となった場合に、
事業主は、当該労働者の保険料負担を軽減するため、
「社会保険適用促進手当」を支給することができる
こととする。
※ 当該手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の15％以上分を追加支給
した場合、キャリアアップ助成金の対象となりうる。

○ 「社会保険適用促進手当」は、給与・賞与とは
別に支給するものとし、新たに発生した本人負担分
の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎と
なる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない
こととする。
※ 同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を
特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものと
して、同様の取り扱いとする。

①対象者

標準報酬月額が10.4万円以下の者

②報酬から除外する手当の上限額

被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料

相当額とする。

※令和５年度の厚生年金保険料率18.3％、健康保険料率（協会けんぽの全国平均）
10.0％、介護保険料率1.82％の場合の本人負担分保険料相当額

③期間の上限

最大２年間の措置とする。

標準報酬月額 8.8万円 9.8万円 10.4万円

上限額（年額） 15.9万円 17.7万円 18.8万円

（例）年収106万円（標準報酬月額8.8万円）で勤務する者が、令和６年10月の適用拡大により適用となった際に本手当を利用した場合の試算

被用者保険適用前

被用者保険適用後

手当の支給なし
手当の支給あり

保険料の算定対象とする場合
手当の支給あり

保険料の算定対象としない場合

算定対象となる
年収

106万円 106万円 122万円
106万円

（対象外 手当16万円）

本人負担分の
保険料

― 16万円 18万円 16万円

手取り収入 106万円 90万円 103万円 106万円

事業主の
追加負担

―
16万円

（保険料16万円）
34万円

（手当16万円、保険料18万円）
32万円

（手当16万円、保険料16万円）

労働者・企業
共に２万円の
負担減！

※保険料率は、令和５年度の厚生年金保険料率18.3％、健康保険料率（協会けんぽの全国平均）10.0％、介護保険料率1.82％の合計（30.12％）で計算

キャリアアップ助成金：社会保険適用時処遇改善コース
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○ 被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認しているところ、
短時間労働者である被扶養者（第３号被保険者等）について、一時的に年収が130万円以上となる場

合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主

の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする。

※ あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続２回までを上限とする。

概要

（例）被扶養者の範囲内で働く予定（月収10万円）であったが、残業により収入増になった場合

R4.1 R5.10 R6.10
残業発生

１年間（R4.10～R5.9）の将来
収入見込み：120万円

⇒ 被扶養者認定

月収（見込み）10万円

被
扶
養
者
資
格
確
認

R4.10

採
用

被
扶
養
者
資
格
確
認

＜特例措置＞
収入見込額が130万
円以上であっても、
一時的な収入変動で
ある旨の事業主の証
明により迅速に認定。

被
扶
養
者
資
格
確
認

①
人手不足による残業によ
り月収見込みが12万円に

月収（見込み）12万円

残業発生
月収（見込み）12万円

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
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主なコースの内容

10時間以上のOFF-JT（正規・非正規を問わない）

事前に訓練内容について認定を受けた、OFF-JTと
OJTを組み合わせた訓練（正規・非正規を問わない）

高度デジタル人材の育成や大学院での訓練

ＩＴ分野未経験者の即戦力化のためのOFF-JTとOJT
を組み合わせた訓練（正規・非正規を問わない）

サブスク型研修サービスを利用した訓練

労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業
主への助成

働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短
時間勤務等制度を導入する事業主への助成

人材育成訓練

認定実習併用職業訓練

人への投資
促進コース

高度デジタル人材訓練／
成長分野等人材訓練

情報技術分野認定実習
併用職業訓練

定額制訓練

自発的職業能力開発訓練

長期教育訓練休暇等制度

有期実習型訓練 非正規雇用労働者を対象とする、非正規社員を正社
員化するためのOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練

事業展開等リスキリング支援コース 事業展開、DX化、グリーン・カーボンニュートラル化に必
要な知識・経験を得るための訓練を行う事業主への助成

このほか、労働者が自発的に訓練を受けられるよう、３年間に５日以上の教育訓練休暇を導入した事業主を対象と
する「教育訓練休暇等付与コース」もあります。

2022.12
新設

人材育成
支援コース

2023.4
新設

2022.4
新設

人材開発支援助成金
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具体的な助成内容

※賃金助成は受講者１人１時間あたりの金額
※１事業所あたりの上限額、受講者１人あたりの限度額、限度日数／時間、受講回数等の制限あり
※賃金加算要件を満たした場合に追加支給を受けられる訓練あり（別途、支給申請が必要）

中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業

正規雇用:45% 正規雇用:30%

認定実習併用職業訓練 45% 30% 760円 380円 20万円 11万円

高度デジタル人材訓練 75% 60% 960円 480円

成長分野等人材訓練

情報技術分野認定実習

併用職業訓練
60% 45% 760円 380円 20万円 11万円

定額制訓練 60% 45%

自発的職業能力開発訓練

長期教育訓練休暇等制度

75% 60% 960円 480円

9万円

事業展開等リスキリング支援コース

人

へ

の

投

資

促

進

コ

ー

ス

教育訓練休暇等付与コース

ー

ー

正社員化：70％

75%
国内大学院の場合

960円

ー

ー

制度導入助成

30万円

45%

制度導入助成

20万円

人

材

育

成

支

援

コ

ー

ス

有期実習型訓練

6000円/日

ー

ー

ー ー

訓練メニュー

ー ー

賃金助成 OJT助成

非正規維持:60%

正社員化:70%

760円 380円人材育成訓練 ー

経費助成

非正規維持:60％
760円 380円 10万円

人材開発支援助成金
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具体的な活用事例 人への投資促進コース（定額制訓練）

人材開発支援助成金
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具体的な活用事例 事業展開等リスキリング支援コース

人材開発支援助成金
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具体的な活用事例 事業展開等リスキリング支援コース

人材開発支援助成金
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